
令
和
２
年
度
の
改
正
概
要

①�

国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
（
賦
課
）
限

度
額
を
見
直
し
ま
す
。

②�

低
所
得
者
に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
税

の
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
世
帯
の
軽

減
判
定
所
得
に
つ
い
て
、
経
済
動
向
な

ど
を
踏
ま
え
、
所
要
の
見
直
し
を
行
い

ま
す
。

➡

平成 31 年度軽減判定（改正前） 令和 2 年度軽減判定（改正後）

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯
主
が
納
税
義
務

者
と
な
り
ま
す（
地
方
税
法
第
７
０
３
条
の
4
）。

保
険
税
を
世
帯
単
位
で
計
算
し
て
世
帯
主
あ
て

に
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
ま
た
、
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
以
外
の
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
も
、
同
じ
世
帯
の
ど

な
た
か
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場

合
は
、
世
帯
主
が
納
税
義
務
者
と
な
り
、
世
帯

主
あ
て
に
納
税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と

き
の
医
療
費
に
あ
て
る
た
め
、
加
入
者
全
体
で

お
金
を
出
し
合
っ
て
備
え
る
制
度
で
す
。

　

令
和
２
年
度
の
税
率
は
、
平
成
31
年
度
か
ら

変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

課
税
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
医
療
分
が
２
万

円
引
上
げ
、
介
護
保
険
分
が
１
万
円
引
上
げ
と

な
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
医
療
分
・
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
・
介
護
納
付
金
分
を
含
め
た
課

税
限
度
額
は
99
万
円
と
な
り
ま
す
。

　
医
療
費
な
ど
の
増
加
に
対
し
今
後
の
国
保
運

営
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
で
、
税
負
担
の
公
平

性
を
保
持
し
つ
つ
被
保
険
者
の
急
激
な
負
担
増

と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

平成 31 年度税率 令和 2 年度税率

医療分
国保加入者の医療費などにあてるための課税額

（すべての世帯が負担）

所得割率 8.90％ 8.90％

均等割額 24,000 円 21,000 円

平等割額 23,000 円 22,000 円

課税限度額 610,000 円 630,000 円

後期高齢者支援金分
75 歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度など
の運営費用にあてるための課税額

（すべての世帯が負担）

所得割率 3.00％ 3.00％

均等割額 10,000 円 7,000 円

平等割額 8,000 円 7,000 円

課税限度額 190,000 円 190,000 円

介護納付金分
介護保険制度の運営費用にあてるための課税額

（被保険者の中に 40 歳～ 64 歳までの方がいる世
帯が負担）

所得割率 2.40％ 2.40％

均等割額 9,000 円 9,000 円

平等割額 4,000 円 4,000 円

課税限度額 160,000 円 170,000 円

7 割
軽減

5 割
軽減

2 割
軽減

保
険
税
額

所得額

均等割
平等割

所得割

（応益分）

（応能分）

◎課税限度額（改正前）
　医療分　　　　　　　：61 万円
　後期高齢者支援金分　：19 万円
　介護納付金分　　　　：16 万円

7 割
軽減

変更
なし

5 割
軽減

2 割
軽減

保
険
税
額

所得額

均等割
平等割

所得割

中間所得層の被保険者の負担
に配慮した国民健康保険税の
見直しが可能となる。

（応益分）

（応能分）

対象者を拡大
経済動向などを踏まえ、軽減判定所得を見直し

◎課税限度額（改正後）
　医療分　　　　　　　：63 万円
　後期高齢者支援金分　：19 万円
　介護納付金分　　　　：17 万円

平成 31 年度
（改正前）

令和２年度
（改正後）

医療分 61 万円 63 万円

後期高齢者支援金分 19 万円 19 万円

介護納付金分 16 万円 17 万円

計 96 万円 99 万円

　

国
民
健
康
保
険
税
の
「
医
療
保
険
分
」

に
係
る
課
税
限
度
額
を
63
万
円
に
引
き
上

げ
ま
す
（
現
行
61
万
円
）。「
介
護
納
付
金

分
」
に
係
る
課
税
限
度
額
を
17
万
円
に
引

き
上
げ
ま
す
（
現
行
16
万
円
）。

保
険
税
軽
減
範
囲
の
改
正

　
平
成
31
年
度
に
引
き
続
き
、
低
所
得
者

の
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置
の
対
象

を
拡
大
す
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険
税
の

５
割
軽
減
お
よ
び
２
割
軽
減
の
対
象
と
な

る
世
帯
の
軽
減
判
定
所
得
の
引
上
げ
を
行

い
ま
す
。

区分 世帯主と国保加入者の所得額
（平成 31 年度・改正前）

世帯主と国保加入者の所得額
（令和 2 年度・改正後）

7 割軽減基準額 33 万円以下 33 万円以下

5 割軽減基準額 33 万円 +28 万円×被保険者数 33 万円 +28.5 万円×被保険者数

2 割軽減基準額 33 万円 +51 万円×被保険者数 33 万円 +52 万円×被保険者数

※�国保加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者
に移行した方を含みます。

仙北市税務課  市民税係　☎ 43-1117問合せ

国民健康保険税の課税限度額と
保険税軽減範囲が変わります

7 月は国民健康保険税の納税月です

納
税
通
知
書
は
７
月
13
日
の

発
送
を
予
定
し
て
い
ま
す

税
率
・
課
税
限
度
額
が
変
わ
り
ま
し
た

▼税率・課税限度額

健
康
保
険
の
手
続
き
を

　
国
民
健
康
保
険
は
、
職
場
の
健

康
保
険
と
違
い
、
加
入
・
脱
退
の

手
続
き
は
自
分
で
行
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と
、
国

民
健
康
保
険
税
は
国
保
加
入
資
格

を
得
た
月
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納

め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら

に
、
保
険
証
が
な
い
た
め
、
そ
の

間
の
医
療
を
受
け
る
際
は
全
額
自

己
負
担
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
脱

退
の
届
出
が
遅
れ
る
と
、
保
険
税

を
二
重
に
支
払
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　
加
入
・
脱
退
な
ど
の
手
続
き
が

済
ん
で
い
な
い
方
は
、
市
役
所
各

庁
舎
・
各
出
張
所
の
国
保
担
当
窓

口
で
お
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

国民健康
保険証

課
税
限
度
額
の
改
正

仙北市税務課  市民税係　☎ 43-1117問合せ

12Semboku  City  Public  Relations13 2020- 7 -1広報せんぼく


